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岩屋ダム利水貯水量  ６,１９０万トン（貯水率１００％）

農 業 用 水 取 水 量  １,５７２万トン（取水率３７.5％） （ともに７月１０日現在）

いずれにしても、農業にとって梅雨は、大切な水を確保するため大変重要な時期となります。ところで、今月の情報紙発行日

の７月１５日は「海の日」です。この海の日は、１８７６年に明治天皇が東北地方を巡幸した帰り道に、巡視船「明治丸」で

７月２０日に横浜港へ無事にご帰着されたことを記念する「海の記念日」に由来しています。その後、この日の祝日化を願う

　声が高まり、１９９５年に「海の日」という名

　前で国民の祝日として制定されたものです。

　　さて、水源地となる岩屋ダムの利水貯水量の

　状況は、４月以降、適度な降雨が続いたため、

　７月１０日現在、計画通りの貯水量６，１９０

　万トンを維持しており、満水状態が継続してい

　ます。一方、農業用水の取水量は７月１０日現

　 　在、１，５７２万トンで、過去３カ年の平均取

　水量より１０万トン程度少なくなっています。

　右岸用水における農業用水の年間総取水量が定

　められていますが、これから８月にかけて、最

　も水の需要が増加する時期になりますので、利

　水者の皆様方には、地区内水源（河川、ため池

　等）を最優先して利用いただくとともに、一層

　の節水（給水栓の管理）に心がけていただきま

　すよう、ご協力をお願いします。

　

　　６月１７日（月）美濃加茂市 　６月２８日（金）みのかも文化の森におい

　総合福祉会館において、令和６ て、第１回臨時総会が議員総数４１名中３３

　年第２回理事会が開催されまし 名の出席のもと開催されました。

　た。 　当日は、監査報告１件の後、上程された令

　　監査報告に続いて、令和５年 和５年度事業報告、一般会計収支決算並びに

　度事業報告、一般会計収支決算 財産目録について、連合規約の一部変更など

　並びに財産目録の承認のほか、連合規約 計８議案が慎重に審議され、全ての議案が全

　や会計細則の一部変更及び役員、管理配 会一致で原案のとおり可決されました。

　水委員の選任議案など、１１の議案が審 　また、総会の議事終了後に開催された第３

　議され、全ての議案が全会一致で原案の 回理事会において、藤井浩人理事が新たな任

　とおり可決されました。 期における理事長として互選されました。

   右岸用水の有効利用と過剰分けつを抑制し、根を活性化させて倒伏しにくい丈夫な　　　 　　　６月２８日（金）みのかも文化の森

稲を作るために『中干し節水』の実施にご協力をお願いします。 　　において、全監事出席のもとで第２回

　　監事会が開催されました。

　　　会議では、会計細則の一部を変更す

　　る細則について審議され、原案のとお

　　り承認されました。

① 日中の気温の高い時間帯を外して作業を行いましょう！

　　除草作業を行う機会も多くなると ② 作業前、作業中の水分補給と、こまめな休憩を取りましょう！

　思いますが、熱中症になる危険性も 　（２０分おきに休憩し、毎回コップ１～２杯以上の水分補給を）

　非常に高くなる時期です。無理のな ③ 熱中症予防グッツを活用しましょう！（吸汗速乾性素材など）

　い作業計画で、ご自身の体調管理に ④ 単独作業は極力さけましょう！（家族や近隣の方と一緒に）

　努めてください。 ⑤ 高温多湿の環境をさけましょう！（温度計・湿度計の確認を）

　※ 熱中症が疑われる場合は、すぐに作業を中断し、涼しい場所に避難して応急処置をしてください。応急処置は、衣類を

　 ゆるめて体を冷やし、水分・塩分を補給してください。症状が改善しない場合は、早めに医療機関で受診してください。

　暑中お見舞い申し上げます。利水者の皆様方には、除草作業や中干しによる水管理など多忙な日々をお過ごしのことと思い

ます。今年の梅雨入りは、平年より２週間程度遅くなり、梅雨明けが平年並みであれば今週末（７月１９日）頃となりますが、
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